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◇投票の方法

◇不在者投票

◇期日前投票

4 月19 日㈰は
山陽小野田市長選挙の投票日です
4 月19 日㈰は
山陽小野田市長選挙の投票日です

〜投票日　明るい未来の誕生日〜

▶問い合せ先　　選挙管理委員会事務局（☎82-1183）

※お手元に投票所入場券が届いている人は，持参して
ください。

ところ 期間
市役所1階ロビー

4 月 13 日㈪〜 18 日㈯
8:30 〜 20:00保健センター1階

（総合事務所裏）

埴生支所
4 月 13 日㈪〜 17 日㈮

8:30 〜 17:00

◇期日前投票
投票日に用事などで投票所に行けない人は，次の表に示
す 3 か所のどこででも期日前投票ができます。

投　票　日

投票時間 7 時〜 20 時　27投票所
7 時〜 18 時　　4投票所

（松ヶ瀬，森広，湯の峠，福田）

開票時間 21 時 30 分〜　市民館体育ホール

◇不在者投票
○病院や老人ホームなどの施設に入院・入所中の人

施設の管理者に依頼して，そこで投票することができま
す。ただし，指定された施設に限ります。

○市外に滞在中の人

宣誓書を添えて，本市選挙管理委員会に投票用紙を請求さ
れると，滞在先の選挙管理委員会で投票ができます。

※詳しくは，お問い合わせください。

◇投票の方法
当日の投票では，投票したい人の
氏名の上の欄に，備え付けのスタ
ンプで「○」を押します。

※期日前投票，不在者投票および点
字投票は，候補者の氏名を投票用
紙に記入します。

選挙公報について

　4 月 15 日頃の新聞（朝日，毎日，読売，日経
の 4 紙）に折り込む予定です。新聞未購読の世帯
についても，お届けできるように手配します。
　また，市役所，総合事務所，支所，出張所，各
公民館にも備え付けます。

◇代理投票◇代理投票
けが等により字を書くことができない人は，係員が代わ
りに投票用紙に記入します。投票の内容について，秘密
は厳守します。

◇点字投票◇点字投票
投票所に点字器を備え付けています。係員まで，お申し
出ください。

投票へ
行こう！

4 月19日㈰

※開票状況は，市ホームページで随時お知らせしていきます。

市民の方から，市長選挙に関して「電話でアン
ケート調査があった」との問い合せがありまし
たが，市が選挙に関するアンケートを電話等で
行うことはありません。

※市長選挙における電話アンケートについて
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定額給付金 Q&A
お問い合わせの多い質問について

◇問い合せ先　定額給付金対策室（☎82-1112）

定額給付金
トピックス

◉通帳の写しについて

Q　申請に通帳の写しが必要なのはどうして？

定額給付金をかたった
振込詐欺にご注意を！！

TOPICS

◎運転免許証の自主返納制度について
山口県警察では，運転免許証の全部を自主的に返納
された高齢者（65歳以上）に対して，長年の労をね
ぎらう「運転卒業証」と「運転卒業者サポート手帳」
を交付します。併せて，市でも同制度を支援する事
業を 4月 1日から始めます。

◇申請時に必要なもの
・官公署発行の顔写真付き身分証明書（パスポート等）
※お持ちでない人は，即日交付ができません。本人確認のた

め照会書を送付しますので，後日交付時に必要な書類を持っ
て窓口で交付を受けてください。

・写真（申請時に撮影できます。）
※ 6 か月以内に撮影した，縦 4.5cm ×横 3.5cm，無帽，無背

景の写真があればお持ちください。
・「運転卒業証」および「運転卒業者サポート手帳」

　運転免許証返納後の公的な身分証明書に利用できる
「住民基本台帳カード」の交付手数料を免除します。

◇対象　本市の住民基本台帳に登録されている人で，次
の条件をすべて満たす人

　❶　満 65 歳以上の人で，有効期間内の運転免許証の
全部を同制度開始後に自主返納された人

　❷　住民基本台帳カード（写真付きのもの）の発行を
希望される人

　❸　この免除措置を受けたことのない人（紛失，再転
入等による再交付は有料です。）

◇申請窓口　市民課，総合事務所市民窓口課

　市内 5か所（本山，赤崎，中央，高千帆，高泊）の
福祉センター入浴料を無料にします。

◇利用時に必要なもの
　「運転卒業者サポート手帳」

■「住民基本台帳カード」の
交付手数料を免除します

■福祉センターの入浴料を無料にします

問
い
合
せ
先

・高齢運転免許自主返納支援事業関連
総務課☎ 82-1122

・住民基本台帳カード関連　　市民課☎ 82-1140
・運転免許返納手続き関連　山陽小野田警察署

（旧小野田警察署）交通課☎ 84-0110

高齢者の運転免許証自主返納支援制度について高齢者の運転免許証自主返納支援制度について

　定額給付金は，大量のお支払いを安全かつ確実に行う
ため，原則として口座振込でお支払いします。そのため，
振込口座を指定していただく必要がありますが，記入間
違いがあると振込ができないため，再度確認を要し，お
手間を取らせるうえに支払が相当期間遅れます。このよ
うな事態を避けるため，指定口座の通帳の写しの添付を
お願いし，市でも口座の確認を行い，確実な振込に努め
ます。なお，通帳をコピーする際は，銀行名，支店名，
口座番号，口座名義人（フリガナ）が記載されたページ
をコピーしてください。
　提出いただいた申請書類は給付の目的以外に使用するこ
とはありませんが，心配な方は，印影の部分のみを隠した
り，黒塗りしたうえで提出されてかまいません。

回 答

◉給付開始時期について

Q　本市の給付開始時期が遅いのはどうして？

　一部の自治体が先行して給付を開始したことから，比
較して本市の対応が遅いとの指摘があります。これは，
本市では定額給付金等の関連法が成立し，国の財源確保
が確実になった時点から本格的に作業を開始したことが
主な理由で，多くの自治体は本市と同様の方針で取り組
んでいます。世帯の情報を記載した申請書類の作成・印
刷に 1 か月程度，金融機関とのデータ照合など振込の手
続きに 2 週間以上を要すること等から，4 月中の給付開始
は難しく，現在は 5 月中の給付開始に向けて努力してい
ます。みなさまのご理解をお願いいたします。

回 答

注　意

「給付金の振込を確実に行うためです」 「1日でも早い給付開始に向け準備中です」



「広報さんようおのだ」　2009/4/1− 4 −

○第 1 号被保険者（65 歳以上の人）の介護保険料が変わります
　第 1 号被保険者の保険料は 3 年ごとに改定されます。このたび改定される保険料は，平成 21 年度から 23 年
度までの保険料です。このたびの改定に関する主な見直し点は，次のとおりです。

新保険料

該当者
平成 21 〜 23 年度
までの保険料段階

平成 21 年度
保険料（年額）

平成 22 年度
保険料（年額）

平成 23 年度
保険料（年額）

生活保護受給者，世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 第 1 段階（基準額× 0.5） 22,740 円 23,100 円 23,460 円

世帯全員が市民税
非課税

課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80 万円以下

第 2 段階（基準額× 0.5） 22,740 円 23,100 円 23,460 円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80 万円を超える

第 3 段階（基準額× 0.75） 34,110 円 34,650 円 35,190 円

世帯内に市民税課
税者がいる場合

本人は市民税非課税で課税年金収入額と
合計所得金額の合計が 80 万円以下

第 4 段階（基準額× 0.9） 40,932 円 41,580 円 42,228 円

本人は市民税非課税で課税年金収入額と
合計所得金額の合計が 80 万円を超える

第 5 段階（基準額） 45,480 円 46,200 円 46,920 円

本人が市民税課税

合計所得金額が 125 万円未満 第 6 段階（基準額× 1.1） 50,028 円 50,820 円 51,612 円
合計所得金額が 125 万円以上 200 万円未満 第 7 段階（基準額× 1.25） 56,850 円 57,750 円 58,650 円
合計所得金額が 200 万円以上 700 万円未満 第 8 段階（基準額× 1.5） 68,220 円 69,300 円 70,380 円
合計所得金額が 700 万円以上 第 9 段階（基準額× 1.75） 79,590 円 80,850 円 82,110 円

　平成 21 年度から，介護従事者の人材確保や処遇改
善を図るため，3％の報酬増額改定が行われます。こ
れに伴い上昇する保険料を抑制するため，21 年度は
報酬改定により上昇する保険料額の全額，22 年度は
半額が国より補填されます。その結果，21 年度，22
年度は保険料の軽減が行われ，21 年度から 23 年度
までの保険料は毎年変更されることになります。

見直し点

2

見直し点

3
介護報酬改定に伴う保険料の軽減措置

介護保険料の基準額（年額）が，

見直し点

1

47,400 円 46,920 円
に変更になります。

基準額の見直し

所得段階の細分化

　保険料は，世帯の課税状況や本人の所得状況等に
より段階を設けて算定しています。このたび，より
所得に応じた負担となるように見直しを行い，保険
料の段階を7段階から9段階に細分化しました。
　平成 21 年度から 23 年度までの介護保険料の段
階および保険料は，下記の表のとおりです。

※年度＝平成 21 年度 22 年度 23 年度
保険料年額

（A） 46,920 円 46,920 円 46,920 円

国からの補填
（B）  1,440 円  720 円 —

実際の支払額
（A-B） 45,480 円 46,200 円 46,920 円

※表中の保険料年額 (A) は，基準額の場合を例に挙げています。

■問い合せ先　高齢障害課介護保険係　☎ 82-1172

介護保険料が改定されます

◉所得段階別保険料◉所得段階別保険料 （表中の■が基準額）

平成 21 年 4 月から
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Answer

サービス利用額の 50％は国，県，市の

負担による公費で賄われており，残りの

50％が保険料になります。保険料の負担

率は全国統一のもので，65 歳以上の人（第

1 号被保険者）と 40 歳以上 64 歳以下の

人（第 2 号被保険者）の保険者数に応じて

算定されます。高齢化の進行に伴い，第 1

号被保険者の人口比率が高くなったため，

平成 21 年度からの第 1 号被保険者の負担

率は 19％から 20％に変更されています。

＜保険料の算出方法＞

年度
（平成）

サービス
利用額

高齢者人口
（65 歳以上）

要介護
認定者

12 〜 14  8,145,565,035 円 15,905 人 2,076 人
15 〜 17 10,343,865,637 円 16,533 人 2,651 人
18 〜 20 11,028,634,405 円 17,420 人 2,733 人
21 〜 23 13,633,707,207 円 18,620 人 3,081 人

　平成 21 年度から 23 年度までの介護保険のサービスの利
用額を，平成 18 年度から 20 年度の利用額の実績や要介護
認定者数の推計により算出しました。（図 1）
　この利用額の 20％を第 1 号被保険者が負担することにな
ります。負担の内訳については，図 2 に示すとおりです。

図1

※12〜19年度までは実績数，20〜23年度までは見込数です。
※高齢者人口および要介護認定者数は最終年度末の数値です。

旧保険料
平成 20 年度
保険料段階

平成 20 年度
保険料（年額）

第 1 段階（基準額× 0.5） 23,700 円

第 2 段階（基準額× 0.5） 23,700 円

第 3 段階（基準額× 0.75） 35,550 円

第 4 段階（基準額） 47,400 円

第 5 段階（基準額× 1.25） 59,250 円

第 6 段階（基準額× 1.5） 71,100 円
第 7 段階（基準額× 1.75） 82,950 円

Answer

？

介護保険料が改定されます

図2 65 歳以上（第 1 号被保
険者）の保険料　 20％

40歳から 64歳の人
の保険料　　 30％

山陽小野田市の負担金
12.5％　

山口県の負担金 12.5％

国の負担金 25％

※保険料の算定方
法について，詳
しくはお問い合
わせいただくか，
市ホームページ
をご覧ください。

Q&A介護保険料

Q. 介護保険料は何に使われ
るの？

お答えします

Q. 第１号被保険者の負担割
合は変わらないの？

お答えします

保険料は認定者が介護サービスを利用す

る経費のみに使われます。その他の用途

に使用することは，法律で禁じられてい

ます。

保険料は認定者が介護サービスを利用す

る経費のみに使われます。その他の用途

に使用することは，法律で禁じられてい

ます。

サービス利用額の 50％は国，県，市の

負担による公費で賄われており，残りの

50％が保険料になります。保険料の負担

率は全国統一のもので，65 歳以上の人（第

1 号被保険者）と 40 歳以上 64 歳以下の

人（第 2 号被保険者）の保険者数に応じて

算定されます。高齢化の進行に伴い，第 1

号被保険者の人口比率が高くなったため，

平成 21 年度からの第 1 号被保険者の負担

率は 19％から 20％に変更されています。
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公金収納事務の管理適正化 についてお知らせします

再度　市職員の不祥事についてのお詫び

　決してあってはならない，職員による公金着服という事件がまたしても発覚しました。近親者から全額弁償
はありましたが，事件の重大性に鑑み，3月 11 日付で本人を懲戒免職，管理監督責任を怠った市長等に減給等
の処分を行ったところです。3月 1日号から間を置かず，広報紙の紙面を借りて，こうして市民のみなさんへ
ご報告をする事態が生じたことについて，市長として，「ただただ申し訳ございません」と深く頭を下げるほか，
お詫びの言葉が見つかりません。
　この " 非常事態 " を脱するには，不退転の決意で " 組織改革 " に乗り出す必要があります。下記掲載の「公金
収納と管理適正化の方策」は，現在，公金収納業務に携わっている 33 の部署とすべての出先機関に問題点の
洗い出しと，解決策を提示するように求め，取り急ぎではありますが，まとめたものです。
　一方で，今回の度重なる不正の発覚を生んだ温床は，一人ひとりの " 甘え " にあったことを真摯に受け止め，
公務員としての高い倫理観，使命感を再認識するための研修会等の開催を通じ，市職員としての " 意識改革 "
も推し進めていく所存です。
　市民の信頼を一日も早く取り戻すには，職員一人ひとりが今まで以上の緊張感をもって全力で職務遂行にあ
たっていくしかありません。徹底した綱紀粛正に努め，二度と不祥事が起こらないよう全庁的に全職員をあげ
て対策を講じて参ります。今後とも市政へのご理解，ご協力をよろしくお願いします。

公金収納と管理適正化の方策（総論）
1.はじめに

　公平・公正・公明正大を基本に捉えている本市において，職員による公金横領という極めて重大な不祥事が発生した。
公金の取扱いには，厳正，確実に処理することが求められている中，その倫理観・責任感の欠如が原因で発生した事件で
あり，二度と起こしてはならない。そのためには，職員一人ひとりが今回の不祥事を未然に防止できなかったことを深く心
に刻み，市民の信頼のもとに市政の推進に携わる職員としての原点に立ち返り，自らの職責について強く自覚しなければな
らない。
　また，職員自らの行動が公務全体に対する信頼に大きな影響を及ぼすことから，常に自らを厳しく律しなければならない。
特に，管理監督の立場にある者は，率先して範を示すとともに，所属職員に対して的確な指導・監督を行い，常に，職務
の執行方法や事務処理過程の徹底的な検証を行うことにより，その改善を図る職責を担うものである。
　以下の改善策と防止策は，二度と市民の信頼を裏切らないという強い決意のもとに，現時点で考えられる方策を掲げた
ものであり，これを職員に徹底することにより，全庁一丸となって，不正，不祥事に対する危機意識や倫理観を高め，一日
も早い市民の信頼回復に全力で取り組んでいくものである。

2. 現金収納に関する改善策
(1) 現金の収納手続

 ｱ . 一人の職員が，現金収受から収納確認までの全ての事務を行わない。
 ｲ . 納付書に連番を付けるなど入金処理を確実に点検する。
 ｳ . 所属長は，現金の流れ及び収納手続きについて記録管理を行い，定期的に確認する。

(2) 現金，切手等の保管
 ｱ . 職場には，原則として現金を置かず，納入された公金は受け入れ可能な時間帯に応じて指定金融機関に納入する。

なお，現金，切手を一時保管する場合は，安全，確実な管理を行うため必ず施錠できる保管庫等に保管する。
 ｲ . 切手など現金以外の管理は，台帳と照合するなど常に点検を行い保管の徹底を図る。

(3) 領収印の保管
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公金収納事務の管理適正化について

 領収印の取扱いについては，責任者を定め厳重な保管に努める。
(4) 納付書の管理

ｱ . 在庫も含めた納付書の保管は，厳格に行い責任者は常に確認する。
ｲ . 当初発行の電算出力納付書を除き，手書き納付書（納付書・領収控・領収書の 3 枚ｾｯﾄ等）については連番を付して，

書き損じ，誤り等が生じた場合には，破棄せず保管する。
ｳ . 各所属のパソコン等で作成する納付書は，個別に作成が可能であるため，管理体制を強化する。

(5) 所属長の指導・管理
ｱ . 所属長は，所属職員に公金を取り扱うことの重要性から，常に任務と責任を自覚させ，公金の適正な取扱いと管理を

指導する。
ｲ . 所属長は，ミーティング，連絡調整会議等により職場のコミュニケーションづくりに努める。
ｳ . 所属長は，所属職員の事務量や責任範囲が一人に過重とならないよう均衡を保つように努める。

3. 再発防止策
(1) 危機管理の徹底

　今回の不祥事の発生原因は，職員本人が公金を扱う公務員としての倫理観やモラルの欠如にあるが，特定の職員に
公金の収納管理を任せきりで，点検できなかったなどの内部統制が機能していなかったことが原因でもある。
　再発防止には，コンプライアンス（法令遵守）及び組織内の危機管理徹底が図られた組織へと再編していく必要がある。
　また，職員は次の事項を常に念頭におくことも必要である。
ｱ . 常に，市民の立場から判断・行動・対応すること。
ｲ . 実務上常に疑問・問題意識をもつ感性を備えること。
ｳ . 常に「誰かが見ている」との意識で業務を遂行し，自分以外の同僚，家族等がどうなるかを考えること。
ｴ . 慣例や先例にこだわらず，おかしいことは上司に尋ねること。
ｵ . 違反・違法行為は必ず発覚することを知ること。

(2) 職員の意識改革
　このたびの不祥事は，一部の所属で起こったことと捉えるのではなく，職員一人ひとりがこうした事態を自らのことと重
く受けとめ，再発防止策を確実に実行しなければならない。そのためには，全職場に再発防止策を周知するとともに，
法令遵守研修をはじめとした各種研修を実施し，服務規律の確立に努める。

(3) 点検機能の強化
　再発防止のために，職場内部で所属長や担当者が集まり，不正リスクの洗い出しや，現状不備により予測される不正
リスクを検討する。そのために，次の事項を実施する。
ｱ . 現金の管理体制を常に見直していく。
ｲ . 所属長による日常業務での所属職員の指導監督の徹底を図る。
ｳ . 会計管理者による現場査察等の実施を行う。
ｴ . 公金管理に係る改善策を確認できるよう，手引きやチェックリストの作成を行い，公金管理の適正化を図る。

(4) 人事異動の徹底
　 職員の意識改革や職場の活性化を図る観点から，現金を取り扱う職員，契約担当職員，同一市民と折衝機会の多い職
場などについては，長期間　( 概ね 3 年以上 ) にわたって同一職場に配置することがないような人事異動を行うこととする。

(5) 公益通報 ( 内部通報 ) 制度の周知 
 　行政上の違法，不当な行為等を防止するため，職員からの相談・通報を適正に処理するため，平成 18 年 4 月 1
日に制定した「山陽小野田市職員等公益通報制度実施要綱」に基づき，「公益通報者 ( 匿名可 )」は違法行為の通
報ができるため，全職員に対し内部通報制度の周知徹底を図る。

4. 職員の譴
けんせき

責処分 ( 懲戒処分）
 公金の横領，着服等の非違行為に対しては，本人はもとより直属の上司に対しても，懲戒処分を行うこととする。
[ 参考 ] 懲戒の区分（戒告，減給，停職，免職）

今回掲載しました（総論）は，全職員共通の適正化に向けた方策です。担当課個別の対策は，（各論）として，とり
まとめております。なお，この記事に関するお問い合せは総務課（☎82-1121）までお願いします。
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後期高齢者医療保険料

❶平成 21 年 2 月に受取の年金から後期高齢者
医療保険料が差し引かれていた方

❷現在，後期高齢者医療保険料が年金から差し
引かれていないが，平成 20 年 10 月 1 日ま
でに後期高齢者医療に加入された方で，以下
の条件すべてに該当する方

　◦保険料が差し引かれる年金の受取額が年額
18 万円以上

　◦介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算
額が，保険料が差し引かれる年金の受取額
の 2 分の 1を超えない

❶平成 21 年 2 月に受取の年金から国民健康保
険料が差し引かれていた世帯主の方

※被保険者の年齢によっては，対象にならない
場合があります。

❷現在，国民健康保険料が年金から差し引かれて
いないが，平成 20 年 4 月以降 65 歳になられた
世帯主の方で，以下の条件すべてに該当する方

　◦国民健康保険に加入している

　◦国民健康保険の被保険者全員が 65 歳以上

　◦平成 20 年 10 月までに年金を受給し，その
年額が 18 万円以上

　◦介護保険料と国民健康保険料の合算額が，
保険料が差し引かれる年金の受取額の 2 分
の 1を超えない

【納付方法変更の届出（年金から差し引いての納付から口座振替への変更）を 2 月 6 日までにされた方へ】

4 月から年金から差し引いての納付にはならないため，通知書は届きません。後期高齢者医療は 7 月，
国民健康保険は 6 月にそれぞれ通知書が届き，保険料が口座から引き落とされます。

保険料の仮徴収が始まります

▼国民健康保険料▼後期高齢者医療保険料

対象者には通知書を送付します

国民健康保険料

▼

4 月 • 6 月 • 8 月に受取の年金から差し引かれる後期高齢者医療 • 国民健康保険の
保険料 ( 仮徴収額 ) が決定しました。対象となる方には 3 月下旬から 4 月上旬に通
知書を送付します。（「仮徴収」について詳しくは右ページをご覧ください。）

〜対象は以下の方です〜

▼
後期高齢者医療保険料

4 月 • 6 月 • 8 月に受取の年金から保険料が差し引かれます

昨年 10 月以降，保険料の納付が中止になっていた方へ

◦今回，保険料の通知書は届きません。
7月に平成 21 年度の保険料額および 10 月以降の納付
方法をお知らせします。

※平成 21 年度の保険料納付の流れは，右をご覧ください。

平成 20 年度の保険料が減額されたために，

●問い合せ先　国保年金課（☎ 82-1209）
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●問い合せ先
　後期高齢者医療について　国保年金課  年金高齢医療係（☎ 82-1209）
　国民健康保険について　　国保年金課  賦 課 収 納 係（☎ 82-1177）

平成 20年分の所得が確定していないため，4月から 8月までは平成
4 4

19
44

年分
4 4

の所得によ
り計算した平成

4 4

20
4 4

年度
4 4

（前年度
4 4 4

）の保険料
4 4 4 4

をもとに決めた額が年金から差し引かれます。
仮徴収の流れおよび今年度の保険料納付については，以下をご覧ください。

4 月 ▼ 仮徴収額が年金から差し引かれます

6 月 ▼ 仮徴収額が年金から差し引かれます

8 月 ▼ 仮徴収額が年金から差し引かれます

10 月 ▼

11月　

12 月　

22年1月　

22年2 月　

22年3 月　

平成
4 4

20
44

年分
4 4

の所得により計算し

た平成 21 年度の年間保険料から，
仮徴収額（4 月 • 6 月 • 8 月に納付

した額）を差し引いた金額を納付
します。

▼

平成 20 年度 ( 前年度 ) の保険料をも
とに決めた額（＝仮徴収額）を納付し
ます。（納付額は今回の通知書でお知
らせしています。）

平成 21 年 2 月に受取の年金から保険
料が差し引かれていた方は，同じ額が
1 回分の仮徴収額となります。

【 平成 21 年度 保険料納付の流れ 】

4月•6月•8月の年金から仮徴収額が差し引かれます

●

●

●

●

平成 21 年度の年間保険料や 10 月以
降の納付方法は，後期高齢者医療は 7
月，国民健康保険は 6 月にお知らせ
します。

▼

【仮徴収額を納付します】

【本来の年間保険料に
なるよう調整します】

保険料の仮徴収って？

 平成 21年度 保険料納付の流れ 〜 保険料の納付は 7 月から始まります〜

▼ 4 月 6 月 ▼ ▼ 7 月 9 月 ▼ ▼ 10 月 22 年 3 月▼

保険料の納付は
ありません

納付書での納付
または

口座振替

年金から差し引いての納付 または 口座振替
※

（※口座振替を希望される場合，手続きが必要です）

納付書での納付 または 口座振替

前年度の保険料をもとに決めた仮の保険料
4 4 4 4 4

を納付することです。
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健康だより
保健センター	 ☎ 71-1814
小野田保健センター	☎ 84-1220

乳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・乳児健康診査票持参）
◇対象　生後１・３・７か月児
※各医療機関にお問い合わせのうえ，

受診してください。

１歳６か月児健康診査

健 康 体 操
◇日程

4 月 6 日㈪
(9:30 〜 11:00） 須恵福祉会館

4 月 7 日㈫
(9:45 〜 11:30）

小野田
保健センター

4 月 21 日㈫
(9:45 〜 11:30） 保健センター

4 月 27 日㈪
(9:30 〜 11:00） 埴生公民館

◇内容　筋力アップ体操，ストレッ
チ体操，リズム体操

※健康手帳，運動のできる服装をご
用意ください。

（母子健康手帳・健康診査票持参）
■小野田保健センター
○とき　4 月 10 日㈮　13:15 〜 14:15

　日ごろの介護についての悩み，疑問
などを一緒に話しあってみませんか。
※送迎については，社会福祉協議会
（☎ 83-2344）にご相談ください。

■介護者の集い
○とき　4 月 20 日㈪　13:30 〜 15:00
○ところ　中央福祉センター
■認知症高齢者を支える家族の集い
○とき　4 月 21 日㈫　13:30 〜 15:30
○ところ　山陽総合福祉センター

介 護 者・認 知 症 高 齢 者 を
支 え る 家 族 の 集 い

情報ひろば

３ 歳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・健康診査票持参）
■小野田保健センター
○とき　4 月 24 日㈮　13:15 〜 14:15
※お知らせ　

3 歳児健診は，より正確な視覚検
査をしていただくために平成 21
年度からは 3 歳 6 か月児健診に替
わります。平成 18 年 4 月以降に
生まれた人は，満 3 歳 6 か月を過
ぎてからの健診になります。

　病気の予防効果を高めるため，幼
児期に接種した麻しん・風しんの追
加接種を受けましょう。
■対象者生年月日
○第 2 期　平成 15 年 4 月 2 日

〜平成 16 年 4 月 1 日
○第 3 期　平成 8 年 4 月 2 日

〜平成 9 年 4 月 1 日
○第 4 期　平成 3 年 4 月 2 日

〜平成 4 年 4 月 1 日
◇接種期限　平成 22 年 3 月 31 日
※なるべく早い時期に接種しましょ

う。
◇費用　無料
◇実施医療機関　市内の小児科
※小児科以外の医療機関でも実施し

ています。詳しくは，保健センター
へお問い合わせください。

（母子健康手帳持参）
◇対象　

生後 3 か月〜6 か月の乳児と保護者
◇申込先　保健センター
■小野田保健センター（1 回目）
○とき　4月 17日㈮　13:30〜 15:30
○内容　小児科医の講話，座談会
■保健センター（2 回目）
○とき　5月 15日㈮　13:30〜 15:30
○内容　育児のポイント，離乳食に

ついて（実習有）
※ 2 回で 1コースとなります。

育 児 学 級

◇対象　妊婦とその夫（12 日）
　　　　妊婦（15 日・22 日）
◇とき　
　4 月 12 日㈰　9:30 〜 12:00
　4 月 15 日㈬　9:30 〜 13:00
　4 月 22 日㈬　9:30 〜 12:00
◇ところ　保健センター
※１週間前までに保健センターに申し

込んでください。

マ タ ニ テ ィ ス ク ー ル

麻しん・風しん混合（MR）予防接種

個別健康教育（糖尿病予防）
参 加 者 募 集

◇対象　
平成 20 年度特定健診において次
のいずれかに該当する人

○空腹時血糖値が 100 〜 125 ㎎ /dl の人
○ HbA1c が 5.2 〜 6.0% の人
※インスリン注射または血糖値を下

げる薬を服用している人，腹囲男
性 85 ㎝以上，女性 90 ㎝以上の人，
BMI 25 以上の人を除きます。

◇説明会　
4 月 22 日㈬

(10:00 〜 11:30） 保健センター

4 月 23 日㈭
(10:00 〜 11:30）

小野田
保健センター

※どちらかにお申し込みください。
◇定員　15 人
◇内容　食生活，生活活動，運動調査，

個別面接による保健指導（8 か月で
6 回），血液検査（医療機関で 4 回）

◇費用　無料
◇申込期限　4月 17 日㈮
◇申込先　

保健センター（☎ 71-1817）

　妊婦健康診査の内容と補助回数が最高 14 回に変わりま
す。そのため，「妊婦健康診査受診補助券」を平成 21 年 3 月末日までに交
付された方は，4 月から新補助券と交換いたしますので，お手持ちの補助
券と母子健康手帳を持って，保健センターへお越しください。

●交換期限　5 月 29 日㈮

※県外の医療機関で受診される方は，事前に保健センターにご相談ください。

妊婦健康診査が変わります
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◇対象　0 歳〜 1 歳 3 か月児の母親
■小野田保健センター
○とき　4 月 16 日㈭　10:00 〜 11:30
○内容　ゆび人形づくり

すくすくベビーサークル

す く す く 相 談
（母子健康手帳持参）
◇対象　乳幼児
◇内容　乳幼児の身体計測，育児相

談，栄養相談
■須恵福祉会館
○とき　4 月 7 日㈫　9:30 〜 11:00
■保健センター
○とき　4 月 9 日㈭　9:00 〜 11:00
■小野田保健センター
○とき　4 月 16 日㈭　9:00 〜 11:00

■警察官（男性）　(A)試験(第1回)
◇対象　昭和 51 年 4 月 2 日以降生

まれで 4 年制以上の大学を卒業
（見込みを含む）した人

◇受付期限　4 月 17 日㈮
◇第 1 次試験日　5 月 10 日㈰
◇問い合せ先　県人事委員会事務局
（☎ 083-933-4474）

山 口 県 職 員 採 用 試 験

募集・試験

◇試験日　6月 14 日㈰
◇種類　甲種，乙種（1〜 6類），丙種
◇申込期間　4月 10 日㈮〜 21 日㈫
◇問い合せ・申込先

消防本部予防課（☎ 83-3556）

危 険 物 取 扱 者 試 験

◇資格　本人または保護者が市内に在
住している大学生及び短期大学生

◇貸付額（無利子，月額）
自宅通学生 自宅外通学生

大学生 30,000 円 40,000 円
短大生 20,000 円 30,000 円

◇募集人数　1 人
※申込多数の場合は選考とします。
◇返済時期　卒業半年後から
◇申込期限　4 月 30 日㈭
◇申込方法　学校教育課に備え付け

の願書に在学学長の推薦書および
在学証明書を添付して提出

◇問い合せ先・申込先
学校教育課（☎ 82-1202）

太平洋セメント奨学生募集

い き い き 健 康 ウォー ク
参 加 者 募 集

◇対象
5 ㎞程度のウォーキングが可能な人

◇とき　5 月11 日㈪　9:30 集合
※雨天の場合は中止します。
◇集合場所　小野田保健センター
◇コース　小野田保健センターか

ら山手倶楽部までの往復約 5 ㎞
（山手倶楽部を見学します）

◇持参するもの　飲み物，タオル，
歩数計（お持ちの人），帽子など

※歩きやすい服装，運動靴でご参加
ください。

◇申込先　小野田保健センター

いきいき健康づくり講座
受 講 者 募 集

◇対象　埴生・津布田地区在住の人
で，講座修了後は地域の健康づく
りを進める健康推進員として活
動のできる人

◇とき　
5 月 19 日㈫から 2 年間全 20 回の
開催（原則毎月第 3 火曜日）

※時間はいずれも 9:30 〜 11:30 です。
（調理実習があるときは 12:30 まで）

◇ところ　埴生公民館
◇定員　20 人
◇内容　健康についての講義，健康

チェック，運動実技，調理実習など
◇費用　無料（調理実習時 300 円）
◇申込期限　5月 12 日㈫
◇申込先　保健センター

◇参加資格　昭和 25 年 4 月 1 日以
前生まれで，アマチュアの人が
創作した未発表作品

◇とき　6 月 5 日㈮〜 8 日㈪
◇ところ　防府市地域交流センター
◇募集作品　日本画，洋画，彫刻，

工芸，書，写真
◇募集期限　5 月 1 日㈮
◇申込方法　高齢障害課に備え付け

の出品票に必要事項を記入し提出
◇問い合せ・申込先

高齢障害課（☎ 82-1171）

山口県健康福祉祭美術展

春の全国交通安全運動 4 月 6 日㈪〜 15 日㈬

【期間中の主要行事】
■交通安全運動出発式
◇と　き　4 月 6 日㈪　9:30 〜
◇ところ　山陽小野田警察署（旧小野田警察署）
■須恵保育園児による交通安全キャンペーン
◇と　き　4 月 14 日㈫　10:00 〜
◇ところ　須恵保育園
■問い合せ先　総務課（☎ 82-1122）

【重点目標】

○子どもと高齢者の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャイルド

シートの着用の徹底
○自転車の安全利用の推進
○飲酒運転の根絶

〜住みよい山口  いつも心に  交通安全〜

◇とき　7 月 13 日㈪　10:30 〜 12:30
◇ところ　山口県セミナーパーク
◇申込期間　5 月 1 日㈮〜 22 日㈮
◇問い合せ・申込先　

下水道課管理収納係（☎ 82-1164）

下 水 道 排 水 設 備
工 事 責 任 技 術 者 試 験
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お知らせ

　交通遺児の就学および就職を奨励
する助成金制度があります。
◇対象　交通事故により父母の両方

またはどちらか一方を失った 20
歳未満の市民

◇助成金支給額
　小学校入学時　　　　　20,000 円
　中学校入学時　　　　　20,000 円
　中学校卒業後就職時　　50,000 円
　高等学校在学時（1 年につき）
　　　　　　　　　　　　50,000 円
◇申込方法　

学校教育課に備え付けの申請書
に必要書類を添えて提出

※必要書類など，詳しくはお問い合
わせください。

◇問い合せ・申込先
学校教育課（☎ 82-1202）

交 通 遺 児 助 成 金

情報ひろば

イベント

◇とき　4 月 12 日㈰　9:00 〜
◇ところ　刈屋漁港
◇内容　
○乾海苔等販売（9:00 〜）
○もちまき（10:30 頃）
◇問い合せ先　

山口県漁協小野田支店（☎ 88-0211）

山口県漁協小野田支店 漁業祭

◇とき　4 月 19 日㈰　6:30 〜
◇ところ　梶漁港魚市場周辺
◇内容
○カニ汁，貝汁，乾海苔，魚のフラ

イ等の無料配布（6:30 〜）
○活魚，新鮮野菜等の販売（7:00 〜）
◇問い合せ先　

山口県漁協厚狭支店（☎ 74-8221）

梶 漁 港　 日 曜 朝 市
5 周 年 記 念 イ ベ ン ト

オルケスタ・アストロリコ
タ ン ゴ コ ン サ ー ト

　4 月から富士商株式会社が指定管
理者として運営を開始します。より
一層の利用者サービスを心がけ，み
なさんのお越しをお待ちしています。
◆「やけのファン倶楽部」
ポイントカード会員募集！

　焼野海岸の施設の利用などでポイ
ントを発行します。ポイントを集め
るとトロン温泉入浴券を差し上げま
す。なお，4 月末までの入会キャン
ペーン期間中に入会されたお客様に
は，抽選で素敵なプレゼントを差し
上げます。
■ポイント対象内容
○館内の施設利用や入浴
○「レストランやけの」でのお食事
○きららガラス未来館での体験
○竜王山公園オートキャンプ場の利用
　　　　　　　　　　　　　　など
◆一般宿泊の利用も可能にな
りました

　従来の研修宿泊に加えて，一般宿泊
も可能になりました。ご家族や企業，
団体でのご宿泊にご利用ください。
◇料金（お一人様一泊）

3,150 円（3 名様以上 1 室）
4,200 円（2 名様 1 室）
5,250 円（1 名様 1 室）

◇申込方法　
宿泊 1 か月前から受付

※研修宿泊は3か月前から受付します。
※休館日前日は宿泊できません。

【休館日】毎週月曜日
※祝日は開館し，翌火曜日振替休館。

きらら交流館
☎88-0200

ご み を 出 す と き の
ワンポイントアドバイス
■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

■消火器を処分するには？
　市では適正な処分ができないため，収集することが
できません。処分される場合は，購入先，消火器販売店，
メーカーなどにお問い合わせください。電話帳で「消
防用設備」の項目に掲載されている業者に相談される
方法もあります。

2 月分 1,929,427 円 平成20年度累計 71,055,159 円資源ごみ売却収入

人のうごき（3月 1日現在）

世帯 27,974 世帯 （+4）
人口 66,916 人 （-21）
男 31,439 人 （-7）
女 35,477 人 （-14）

※（　）内は前月との比較

〜山口初公演
世界に誇るタンゴオーケストラ〜

◇とき　5 月 17 日㈰　14:00 開演
※開場は 13:30 です。
◇ところ　文化会館
◇演奏曲目　夜のタンゴ，淡き光に，

ラ・クンパルシータ，エル・チョ
クロ，リベルタンゴ

◇前売券　3 ,500 円（全席自由）
※当日券は 500 円増です。
◇前売券販売所　

社会教育課，文化会館，市民館，
各公民館，市民活動推進課，総合
事務所，中央図書館，厚狭図書館，
きらら交流館 他

※その他の販売所については，広報
3 月 15 日号をご覧ください。

◇問い合せ先　市文化協会
( 社会教育課内　☎ 82-1204）
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◆4月〜6月の吹きガラス・
とんぼ玉制作体験者募集！

■吹きガラス体験
日　程 時間 定員

4 月 19 日㈰
午前
・

午後
各 5 人

5 月 3 日㈷
5 月 5 日㈷
5 月 17 日㈰
6 月 14 日㈰

※制作時間は 1 人につき 30 分程度
ですが，作品のお渡しは 1 週間後
になります。

◇対象　小学生以上
※ 5 月 5 日㈷は，小・中学生限定です。
◇時間　午前： 9:00 〜 12:00
　　　　午後：13:30 〜 16:30
◇料金　2,550 円〜 3,550 円
◇申込方法　

4 月 3 日㈮から電話予約開始

【休館日】毎週月・火曜日
※祝日は開館し，翌水曜日振替休館。

きららガラス未来館
☎88-0064

竜王山公園

　4 月から南部地区都市公園の指定管
理を行う嶋田工業株式会社です。市民
のみなさんに喜ばれる運営を心がけて
まいりますのでよろしくお願いします。
◆鯉のぼり大募集！
〜市民のみなさんの鯉のぼりを竜王山

公園に泳がせてみませんか？〜
　竜王山公園に 4 月中旬から 5 月中
旬まで鯉のぼりを飾る事業を行いま
す。１つでも多くの鯉のぼりを飾りた
いと考え，現在ご使用にならなくなっ
た鯉のぼりのご提供を募集します。み
なさんのご協力をお待ちしています。
◇募集期間　4 月 1 日㈬〜 30 日㈭
◇内容　ご連絡いただければ，後日

受け取りに伺います。
◇問い合せ先　

嶋田工業株式会社　指定管理準備室
（☎ 0120-150458　松本 ・大西）
Mail:info@shimata.co.jp

◆◇いきいき水中運動教室・若返り体操教室受講生募集！◆◇
❶いきいき水中運動教室

❷若返り体操教室

○期　間 　5 月 15 日㈮〜 6 月 29 日㈪
　毎週月・金曜日　9:30 〜 10:30
※ 5 月 11 日㈪　8:45 から市民館で開講式を行います。

○ところ 　小野田スイミングクラブ（高栄三丁目）

○内　容 　プール内での歩行や体操等

○定　員 　40 人（応募多数の場合抽選）

○期　間 　5 月 14 日㈭〜 6 月 30 日㈫
　毎週火・木曜日　9:00 〜 10:00
※ 5 月 11 日㈪　8:45 から市民館で開講式を行います。

○ところ 　スポーツコアアルファ（高栄三丁目）

○内　容 　器具を使った筋力アップ体操とストレッチ等の有酸素運動

○定　員 　20 人（応募多数の場合抽選）

○期　間 　5 月 21 日㈭〜 7 月 6 日㈪
　毎週月・木曜日　10:00 〜 11:00
※5月18日㈪　9:00から保健センターで開講式を行います。

○ところ 　ゼロワン（寝太郎町二）

○内　容 　器具を使った筋力アップ体操とストレッチ等の有酸素運動

○定　員 　20 人（応募多数の場合抽選）

〈問い合せ・申込先〉
　〒 756-8601
　山陽小野田市役所　国保年金課
　（☎ 82-1179　FAX82-1210）
　E-mail:kokuho-nenkin@city.sanyo-onoda.lg.jp

■対象
40 歳〜 74歳の市内在住の人で，原則
としてすべての回に参加できる人

■費用
1,000 円（送迎希望者は，別途 1,000
円必要。ただし，③は送迎はありませ
ん。）

■申込期限
4 月 24日㈮ 17:00 必着

■申込方法
はがき，FAXまたはE-mailに郵便番号，
住所，氏名，生年月日，電話番号（日
中連絡のとれる番号），申し込まれる教
室の番号（①，②，③のどれか 1つ）
を記入し提出

■とんぼ玉制作体験
　制作したとんぼ玉は，ストラップま
たはネックレスにしてお渡しします。
◇対象　小学 5 年生以上
（小・中学生は保護者同伴）

◇とき　
4 月 26 日㈰，5 月 2 日㈯，
5 月 4 日㈷，6 月 7 日㈰

※時間はいずれも 13:30 からです。
制作時間は約 30 分ですが，徐冷
のため，作品のお渡しは約 2 時間
後になります。

◇定員　各 5 名
◇料金　1,850 円〜
◇申込方法　

4 月 3 日㈮から電話予約開始

▲

その他，エナメル絵付け体験，サン
ドブラスト体験，ガラスアクセサリー
体験は，予約なしで体験できます。
（10人以上のグループで参加される
場合は事前にご連絡ください。）

▲

詳しくは電話でのお問い合わせま
たはホームページをご覧ください。

サポート寄附（ふるさと納税） 累計 【 95 件】 2,981,000 円 （3 月 23 日現在）

❸若返り体操教室
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情報ひろば

　離職者等に対する求人情報（ハローワーク情報）の提
供や融資相談（離職者資金等の相談）等を行っています。

【問い合せ・受付先】　商工労働課（☎82-1150）

◇再就職支援窓口

◇市臨時職員緊急雇用
　離職により緊急的に収入を得ることが必要な住民
を対象に，市臨時職員を募集しています。

【問い合せ・受付先】　人事課（☎82-1124）

◇市営住宅の確保・提供

再就職支援・生活支援を引き続き行っています
離職者等に対する

　離職により住居を喪失した求職者の方々に，市営
住宅の空き住戸を確保・提供しています。

○募集住戸

団地名 戸数 構造 間取り 家賃

平原 3 戸 簡平 2 Ｋ 月額 3,400 円
萩原 1 戸 簡二 2 ＤＫ 月額 9,100 円
石丸 1 戸 簡二 2 ＤＫ 月額 8,200 円

【問い合せ・受付先】　建築住宅課（☎82-1166）

　市では，「こどもの日セール」の実施にあたり，商品の割引など子どもに
喜んでもらえるサービスを提供できる事業者を募集します。

○対　　象 　平成20年 11月 1日以降に離職を余
儀なくされた方（本市住民基本台帳
に登録されている方）で，これまで
に緊急雇用の適用を受けていない方

○定　　員 　10人程度
○雇用期間 　求職者 1人あたりの雇用期間は，1

か月以内（実働 20日程度）

※雇用契約の更新はありません。
○申込方法 　解雇通知書等離職が証明できる書

類，履歴書を持参のうえ，人事課へ
お申し込みください。雇用は先着順
とします。なお，定員を超えた場合
は登録を行い，欠員が発生した段階
で雇用します。

○対　　象 　平成 20年 11月 1日以降に離職に伴
い社員寮等の退去を余儀なくされた本
市在住またはこれに準ずる方

○入居期間 　雇用状況に応じ，1か月ごとに契約を
更新

○敷金・連帯保証人
　＜敷金＞…不要　
　＜連帯保証人＞…原則として 1人

○申込方法 　解雇通知書等離職が証明できる書類，
社宅・寮等の退去通知書，住民票を
持参のうえ，建築住宅課へお申し込
みください。なお，受付は募集戸数
に達し次第締め切ります。

「こどもの日セール」の協力店を募集します

　雇用調整により離職を余儀なくされた派遣労働者等の方々を支援するため，市では再就職支援・生活支援を
引き続き行っています。お気軽にご相談ください。

●実施期間　5月1日㈮〜17日㈰
●対 象 者 小学生以下の子ども，小学生以下の子どもと同伴の家族

※対象者は協力店によって異なることがあります。

●申込方法　申込先に備え付けの申込用紙に記入のうえ提出してください。
　（郵便，FAXも可）
※申込用紙は，市ホームページからもダウンロードできます。

●募集期限 　4月 21日㈫

問い合せ
・
申込先

商工労働課　　　　（☎ 82-1150　FAX83-2604）
小野田商工会議所　（☎ 84-4111　FAX84-4180）
山陽商工会議所　　（☎ 73-2525　FAX73-2526）
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◆「S
エスオーエス

OS 健康づくり計画」を策定しました◆

　この計画は，健康増進法に基づき，「生涯を通じた健康づくり
の推進と地域保健の充実」を目指し，市民の健康づくり行動計画
として策定したものです。健康づくりに関する市民アンケートの
意見・要望をもとに，作成しています。詳細については，健康づ
くり推進課にお問い合わせください。

◆「高齢者福祉計画」を策定しました◆

　この計画は，「介護保険事業計画」と「老人福祉計画」を一体
的に策定したものであり，高齢化が進展する中，地域の実状に応
じた総合的な福祉施策を展開していくため，介護保険事業や高齢
者福祉施策等の見直しを行ったものです。詳細については，高齢
障害課にお問い合わせください。

　3 月 2 日まで募集した「障がい福祉計画
（案）」，「都市計画マスタープラン（素案）」
のパブリックコメントの結果をお知らせ
します。

◆「地域公共交通総合連携計画」を策定しました◆

　この計画は，昨年 12月に策定した「交通活性化計画」の基本
方針・整備方針を基にして地域内の移動や市街地移動の効率的・
効果的な施策について，より具体的に示していく計画です。今後
は，一部実証運行を実施しながら，その地域に適した本格運行を
目指し，効率的・効果的な生活交通のサービスの構築に努めてま
いります。

障がい福祉計画（案）

都市計画マスタープラン（素案）

市民意見公募制度
（パブリックコメント）

【寄せられたご意見をご紹介します】

●公募期間 2 月 2 日〜 3 月 2 日

●意見の件数 0 件

●担当課 高齢障害課（☎ 82-1170）

●公募期間 2 月 2 日〜 3 月 2 日

●意見の件数 0 件

●担当課 都市計画課（☎ 82-1163）

【計画の閲覧】　高齢障害課，総合事務所，市ホームページ
【問い合せ先】　高齢障害課（☎ 82-1172）

【計画の閲覧】　健康づくり推進課，総合事務所，市ホームページ
【問い合せ先】　健康づくり推進課（保健センター内　☎71-1814）

【計画の閲覧】　商工労働課，総合事務所，市ホームページ
【問い合せ先】　商工労働課（☎ 82-1150）

　みなさんお元気でしたか？山口東京理科大学の浅
あ さ の

野比
ひとし

です。

　先日，1 年 1 か月の南極生活を終え，無事帰国いたし

ました。思い起こせば，一昨年の 11 月 28 日に日本を出

発し，オーストラリアで“しらせ”と合流，途中，暴風

圏の荒波にもまれながら，12 月 19 日に昭和基地に到着

しました。

　南極では日の沈まない白夜，日の出ない極夜，かわい

いペンギンなどの動物たち，きれいなオーロラなどの不

思議な自然現象を体験してきました。6 月に行われた山

陽小野田市の小学校のみなさんとの南極教室も楽しく，

良い思い出になりました。また，昭和基地での研究観測

〜南極昭和基地から帰ってきました〜http://www.yama.tus.ac.jp
理 大 つ う し ん 36

はもちろん，昭和基

地からさらに南へ

300 ㎞内陸に行っ

たところにある，み

ずほ基地への観測旅

行や，世界初となる

長距離，長時間の無

人飛行機による観測

も行ってきました。

　これから様々な機会を通して，私が南極で体験したた

くさんのことを，山陽小野田市のみなさんの前でお話し

して行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

▲南極昭和基地にて。
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歳入 歳出
平成21年度　一般会計予算額（225億7,000万円）の内訳

　山陽小野田市の平成 21 年度の予算の総額は，589 億 7,263 万円となり，うち一般会計は前年度比 5.4％減の 225
億 7,000 万円となりました。
　今年度は，市長選挙を控えているため，一般会計については，新規事業や投資的事業等の政策的経費の計上を控え，
義務的経費や経常的事業を中心に当初予算を編成しました。また，下水道事業特別会計においても，極力政策的経費の
計上を控えています。これらの新規事業や政策的経費については，市長選挙後速やかに十分な審議を行ったうえ，補正
予算として 6 月議会に上程する予定です。
　予算編成にあたっては，骨格予算といえども，引
き続き徹底した経常的経費の抑制に努め，昨年度
から導入した「枠配分方式」をさらに精査し，「“入り”

（歳入）をもって “出”（歳出）を制す」の理念のもと，
限りある財源を最大限に活かせるよう努めました。

会計名 予算額 対前年度比

一 般 会 計 225億 7,000 万　　円 △ 5.4%

特
別
会
計

訪問看護ステーション事業 2,851 万 1千円 △ 5.1%
駐 車 場 事 業 5,127 万 8千円 1.0%
国 民 健 康 保 険 73億 3,772 万 9千円 △ 3.6%
介 護 保 険 44億 8,133 万 1千円 8.5%
後 期 高 齢 者 医 療 8億 5,372 万 1千円 △ 0.9%
老 人 医 療 1億 1,495 万 1千円 △ 94.4%
地 方 卸 売市場事業 839万 5千円 0.3%
下 水 道 事 業 27億 9,279 万　　円 △ 33.7%
農 業 集 落排水事業 8,500 万　　円 1.0%
小型自動車競走事業 130億 6,525 万 4千円 △ 4.4%
特 別 会 計 の 計 288億 1,896 万　　円 △ 11.9%

公
営
企
業
会
計

水 道 事 業 22億 6,964 万　　円 △ 15.0%
工 業 用 水 道 事 業 3億　634万 1千円 0.2%
病 院 事 業 50億　768万 9千円 2.4%
公 営 企 業会計の計 75億 8,367 万　　円 △ 3.6%

総 予 算 額 589億 7,263 万　　円 △ 8.5%

〜知恵と工夫と意識改革により，財政健全化を目指します〜

予算（骨格予算）
が決まりました

平成 21 年度

■「骨格予算」で編成した主な内容
●人件費，扶助費，公債費などの義務的経費
●市の運営に欠かせない物件費，維持補修費，補

助費などの経常的経費
●現代ガラス展事業，農業振興地域整備計画策定

業務など債務負担行為を設定している事業
●市長選挙費，市議会議員選挙費，衆議院議員選

挙費など平成 21 年度に必ず行われる事業
●統計調査事務費や工場設置奨励事業など法律や

条例に基づく事業
●厚狭駅南部区画整理事業など平成 21 年度中に

完了しなければならない事業

【問い合せ先】財政課（☎ 82-1131）

▶政策的経費については，6月議会議決後速やか
にお知らせします。

地方交付税
17.6%

地方交付税
17.6%

市税
44.4%
市税

44.4%

国庫支出金
9.1%

国庫支出金
9.1%

県支出金
5.6%

県支出金
5.6%

市債
10.4%
市債

10.4%

交付金
4.2%
交付金
4.2%

人件費
24.4%
人件費
24.4%

扶助費
20.5%
扶助費
20.5%

物件費
10.3%
物件費
10.3%

普通建設事業費
4.9%

繰出金
10.1%
繰出金
10.1%

補助費等
10.1%

補助費等
10.1%

公債等
17.3%
公債等
17.3%

使用料及び手数料
2.0% 災害復旧費　0.0%

維持補修費　0.5%繰入金　0.2%
諸収入　3.4%

財産収入　0.4%
寄付金　0.0%

分担金及び負担金
1.6%繰越金　0.1%

地方譲与税　1.0%

予備費　0.2%

貸付金　1.1%
投資及び出資金　0.0%

積立金　0.6%
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消防こちら

119

　山陽小野田市消防団は，消防分団を各小学校区に

配備しており，地域に根ざした消防団活動を実施し

ています。現在，消防団の活性化を目的に「消防団員

の募集」を行っています。みなさんが住んでいる山

陽小野田市が「明るく安全で住み良い街」となるには，

若いあなたの“チカラ”が必要です。あなたのボラ

ンティア精神を消防団活動に役立ててみませんか？

消防本部 総務課
（☎83-2037）

消防団員を募集しています

■入団資格
◦郷土愛に満ちあふれ , 地域防災に熱意を持っ

ている人
◦18 歳以上 40 歳以下で健康な人
◦市内に居住している人

■問い合せ • 申込先
　消防本部 総務課（☎ 83-2037）

　みんなの笑いを誘い，周囲の雰囲気を明るくする，人と

人とのコミュニケーションの潤滑剤のひとつに「冗談」が

あります。かたい話でも，冗談を交えることで和やかにな

ります。

　ところが，最近は情報化によりパソコンや携帯電話が普

及し，メールでの会話が増えてくるにつれ，「冗談」が「冗

談になっていない」ということを多く聞きます。ふだんの

会話のように「冗談」を交えてメールをしても，それが相

手には通じず，冗談が事件にまで発展することもあります。

　なぜでしょうか。ふだん私たちは相手の発する言葉のほ

かに，口調や顔の表情などを総合的に判断しながら会話を

しています。しかし，メールでは文字以外の口調や顔の表

情といった情報は送信できません。メールを送るときには

そこまで考えず，面と向かって話をしているかのような表

現でメールを送っているため，受け取る側は文字だけで相

手の意思を理解しなければならず，結果として誤解が生じ

るわけです。

　では，どうすればいいのでしょうか。

「相手の立場になる」ことが必要なの

です。相手の立場になってメールの内

容を考えれば，相手も理解してくれる

でしょうし，「冗談」が「冗談」とし

て伝わるのではないでしょうか。

　人権も同じです。何かをするときには，一度立ち止まっ

て，相手の立場になって考え，行動してみてはどうでしょ

うか。そうすれば，お互いの理解が深まり，みんな笑顔で

いられると思います。（社会教育課）

えがお が いちばん!!

小
こ ま つ

松　優
ゆ う ご

悟くん（1か月）

お子さん（小学校就学前まで）の写真を募集しています。詳しくは広報広聴課（☎ 82-1133）まで。

西
さいじょう

城　大
た い が

河くん（10か月）
「大河に会えてとっても幸せです。」（本山町） 「産まれてきてくれてありがとう。」（高須）

相手の立場になって

こ こ ろ 13え が お ま ちの
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広報広聴課	 ☎82-1133	 市民活動推進課	 ☎82-1134	 山陽総合福祉センター	☎72-1813	 赤崎公民館	 ☎88-0162	
高千帆福祉会館	 ☎84-6200	 埴生公民館	 ☎76-0066	 国保年金課（年金相談）	☎82-1178	 児童家庭係	 ☎82-1175	
小野田児童館	 ☎84-5321	 山陽小野田警察署	 ☎84-0110	 	総合事務所（市民・消費相談）☎71-1602	 商工労働課	 ☎82-1150	
中央福祉センター	 ☎83-2050	 保健センター	 ☎71-1814	 小野田保健センター	 ☎84-1220	 宇部健康福祉センター	☎31-3200

4月の各種相談

ところ とき

▲

法律相談 広報広聴課
27日㈪  13：00〜16：30

※12：30受付•抽選（定員8人を超える場合）

▲

行政相談 広報広聴課 15日㈬  10：00〜12：00

▲

人権相談 市民活動推進課 14日㈫    9：30〜12：00

▲

行政・
　人権相談

山陽総合
福祉センター   8日㈬    9：30〜12：00

▲

心配ごと
相談

赤崎公民館
高千帆福祉会館

  6日㈪・27日㈪ 
　　　　  9：00〜12：00

山陽総合
福祉センター

  8日㈬・22日㈬
　　　 　 9：00〜12：00

埴生公民館 15日㈬    9:00〜12:00

▲

年金相談
市役所 1 階
第 4 会議室 15日㈬    9：30〜16：00

▲

児童問題
の相談

児童福祉課
児童家庭係

毎週月〜金曜   8：30〜17：15
※平日夜間・土・日・祝日は中央児童相談
　所（☎083-922-7511）で受付

ところ とき

▲

教育相談
小野田児童館

2 階

毎週月曜   14：00〜16：00
※心の支援室（☎82-1188）で予約を受

け付けていますが,当日直接来られて
も構いません。

▲

交通事故相談
山陽小野田

警察署 毎週月〜金曜   8：30〜17：00

▲

市民相談
広報広聴課

毎週月〜金曜   8：30〜17：15
（祝日を除く）

総合事務所
地域行政課

▲

消費相談
商工労働課

総合事務所
地域行政課

▲

福祉相談

中央
福祉センター
山陽総合
福祉センター

▲

健康相談
保健センター 16日㈭   9：00〜11：30

小野田
保健センター   9日㈭   9：00〜11：30

▲

エイズ検査
宇部健康
福祉センター

  8日㈬13:30〜15:30
22日㈬13:30〜15:30，17:00〜19:00
※予約が必要です

※各種相談は，お住まいの地区にかかわらず，どの会場でも受けられます。

休日応急医

▲

休日に体の具合が悪くなったら，下記の病院で受診できます。

▲

休日にお子さん
4 4 4 4

の体の具合が悪くなったら，小児科休日急患診療所へ（小野田保健センター内 9:00 〜12:00，13:00〜17:00　☎84-3632）

小野田市医師会 厚狭郡医師会
内科 外科

▲

  4/  5㈰
小野田診療所 山口労災病院 吉武医院

楴搬山一丁目　☎ 84-2533 南中川町　☎ 83-2881 厚狭一丁目　☎ 72-1110

▲

  4/12㈰
山陽小野田市民病院 山陽小野田市民病院 耳鼻咽喉科伯野医院

旭町　☎ 83-2355 旭町　☎ 83-2355 常盤町　☎ 73-0059

▲

  4/19㈰
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 埴生内科外科医院

須恵東　☎ 88-0221 須恵東　☎ 88-0221 東側　☎ 76-0151

▲

  4/26㈰
山口労災病院 山口労災病院 博和会クリニック

南中川町　☎ 83-2881 南中川町　☎ 83-2881 加藤上　☎ 72-3387

▲

  4/29㈷
山陽小野田市民病院 山陽小野田市民病院 あいべ内科クリニック

旭町　☎ 83-2355 旭町　☎ 83-2355 宇部市船木茶屋　☎ 69-2678

▲

  5/  3㈷
長井内科医院 わたなべ泌尿器科 あさひクリニック

栄町　☎ 84-1815 中川四丁目　☎ 81-4777 殿町三　☎ 71-0148

▲

  5/  4㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 かわむら内科

須恵東　☎ 88-0221 須恵東　☎ 88-0221 渡場　☎ 78-1433

▲

  5/  5㈷
しらさわ内科クリニック 山口労災病院 厚狭セントヒル泌尿器科

北竜王町　☎ 81-2600 南中川町　☎ 83-2881 今市　☎ 71-2111

▲

  5/  6㉁
山陽小野田市民病院 山陽小野田市民病院 てらい内科クリニック

旭町　☎ 83-2355 旭町　☎ 83-2355 末益　☎ 71-0022
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44月のカレンダー

：山陽オート開催日 ：場外発売外

観光に関するお問い合せは，山陽小野田観光協会（☎ 0836-82-1151 商工労働課内）まで

【アクセス】
★下津橋バス停から
　徒歩で 15 分

厚狭川と大正川の合流点にかかる下津橋の西方，標高 64m の丘の
上にある全長約 58m の前方後円墳です。明治 14 年に発見されたときは円墳とされていましたが，その後昭和 46 年の調
査で前方後円墳であることが分かりました。後円部墳頂に 2 基の竪穴式石

いしむろ

室（写真 : 古墳の中につくられた , 木
もっかん

棺や石
せっかん

棺
を納める石の部屋）が並列して築かれ，割

わりたけがた

竹形木棺（丸太を縦に二つ割りにして，中をくり抜いてつくった円筒形の木棺）
が埋置されていたものと推測されています。この古墳がつくられたのは 4 世紀後半と推定され，長門部における最古のも
のであり，県内の代表的な前方後円墳として，平成 3 年，県の指定文化財に指定されました。（出典 :『山陽町史』）

【まち再発見�】 〜長
ち ょ う こ う じ

光寺山古墳〜

献血 2日 ㈭ 9:30〜 11:30 総合事務所
14:00〜 16:00 戸田工業㈱

長光寺山古墳

1 水
2 木
3 金 外

4 土 若山公園さくらまつり
11:00 〜／若山公園 野外ステージ 外

5 日
休日窓口サービス　9:00 〜13:00／市役所
竜王山公園さくらまつり

10:00 〜／竜王山山頂 野外ステージ
外

6 月 春の全国交通安全運動（〜 15 日） 外

7 火 外

8 水 外

9 木 外

10 金 外

11 土
12 日 山口県漁協小野田支店 漁業祭　9:00 〜／刈屋漁港

13 月

山陽小野田市長選挙 期日前投票
　( 〜 18 日　※埴生支所は 17 日まで )
　8:30 〜20:00／市役所1階ロビー•保健センター1階
　8:30 〜17:00／埴生支所

14 火
15 水
16 木
17 金

18 土 外

19 日

梶漁港 日曜朝市 5 周年記念イベント
6:30 〜／梶漁港

山陽小野田市長選挙 投票日
7:00 〜20:00／市内各投票所

外

20 月 外

21 火 外

22 水 外

23 木 外

24 金 外

25 土 外

26 日 江汐公園つつじまつり　10:00 〜／江汐公園 外

27 月 外

28 火 外

29 祝 寝太郎まつり　11:00 〜／厚狭駅前商店街 外

30 木
5/1 金
2 土
3 祝

（西下津）
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さんようおのだ　まるごとウォッチング

　春の暖かい日差しに包まれ，市内の各小学校で
卒業式が行われました。
　高千帆小学校の卒業生は 96 人。6 年間，立派に
学校生活を過ごした証である卒業証書を手渡され，
家族，先生，下級生，地域の方等に見守られなが
ら，思い出のいっぱい詰まった学び舎を元気よく
巣立って行きました。4 月からは，中学生として新
しい生活をスタートします。

高千帆小学校卒業式
〜夢と希望と思い出と〜

　平成 11 年 3 月に開業した山陽新幹線厚狭駅の 10 周
年記念式典が，厚狭駅新幹線口で開催されました。まず
最初に「10 年の節目を契機に厚狭駅がますます栄えて
いくことを期待します」と実行委員長の山陽商工会議所
の田中会頭があいさつ。続いてはじまった祝賀イベント
は，あいにくの天候にもかかわらずたくさんの親子連れ
でにぎわい，全国各地の駅弁販売，ミニ新幹線の乗車コー
ナーなどには，長い列ができていました。

山陽新幹線厚狭駅
開業 10 周年記念行事

　3 月 20 日㈮〜 23 日㈪にかけて，県立おのだサッ
カー交流公園など市内 10 会場で「第 28 回山陽小
野田市高校サッカーフェスティバル」が開催され
ました。県内（15 校）・県外（34 校）あわせて
49 校が参加した同イベント。最終日となった 23
日は朝から晴天に恵まれ，サッカー交流公園の芝
生グラウンドでは，春の日差しの下，熱い戦いが
繰り広げられました。

第 28 回山陽小野田市
高校サッカーフェスティバル

3
23

椿まつり in Ejio
〜早春のふれあいを求めて〜

3
22

3
19

3
14

　江汐公園の春のイベント“椿まつり”が行われ，
あいにくの雨にもかかわらず，多くの人が訪れまし
た。椿が展示された管理棟内では琴の演奏や地域に
伝わる民話を題材とした紙芝居が披露されたほか，
一角に設けられた押し花体験コーナーには子供から
大人までがオリジナルのはがきづくりに挑戦しまし
た。春を迎え，つつじ，桜が次々と見頃を迎える江
汐公園に，みなさんも足を運んでみませんか。
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質 問

お答えします

　市政に対するご質問などを郵便，FAX，E-mail で受け付けています。また，
市内各公民館などに「提言箱」を設置していますので，そちらもご利用ください。
なお，直接回答が必要な場合は，住所，氏名，連絡先を必ず明記してください。
■申込先　〒756-8601　山陽小野田市役所　広報広聴課
　　　　　FAX	:	83-9336			E-mail	:	mail@city.sanyo-onoda.lg.jp

担当課　国保年金課（☎ 82-1178）

「国民年金保険料の免除について」

　自営業者です。国民年金に加入し，これまで毎月

保険料を納めてきましたが，近年収入が減少し，保
険料の支払いが難しい状況です。友人から国民年金
には保険料の納付を免除される制度があると聞いた
のですが，詳しく教えてください。						（45歳　男性）

　国内に住んでいる 20歳から 60歳までの自営業
者など ( 第 1号被保険者 ) は，国民年金保険料を自
分で納めなければなりません。しかし，経済的な事
情により保険料の納付が困難な場合，所得に応じて
納付義務を免除する制度があります。この制度を利
用した場合，将来の年金受給額は免除割合に応じて
減額されますが，過去 10年以内であれば，免除分
をさかのぼって納付することができ，通常納付の場
合の受給額に近づけることができます。また，免除
を受けた期間は遺族基礎年金や障害基礎年金の受給
対象となるほか，老齢基礎年金の受給資格期間とな
ります。

ご存じですか？ 保険料の免除制度

 手続きについて
　年金手帳と印判を持参し，住民登録をしている市

町村役場の国民年金担当窓口で申請してください。

※「退職特例」を利用される場合は，退職したことを
確認できる書類として，雇用保険受給資格者証ま
たは離職票等の写しをお持ちください。

く ら し
Ｑ Ａ＆の

 そのほか，保険料の納付を猶予
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する制度として，
30 歳未満の人を対象とした「若年者納付猶予制度」，
学生を対象とした「学生納付特例制度」があります。

※詳しくは宇部社会保険事務所 ( ☎ 33-7115) へお  
問い合わせください。

 免除区分ごとの保険料
全額免除 3/4免除 1/2免除 1/4免除

月額保険料 0円 3,670円 7,330円 11,000円

※通常の月額保険料は，14,660円(平成21年度)です。

 免除には所得基準があります
免除の区分ごとに所得基準があります。申請者ご
本人のほか，配偶者 • 世帯主の方の所得も所得基
準の範囲内であることが必要です。（ただし，退
職した人を対象とした「退職特例」を利用した場
合，ご本人の所得は除外して審査します。）

　母子家庭の母親の自立と就業を支援するため，資
格取得に必要な費用や生活費を助成します。助成を
受けようと思われる方は事前にご相談ください。
■自立支援教育訓練給付金
就職に必要な職業資格を取得するため，教育訓練
講座を受講する場合に費用の一部を助成します。

▶▶児童福祉課（☎ 82-1175）
　　jidou@city.sanyo-onoda.lg.jp子育て情報 ナビ

■高等技能訓練促進費
看護師（准看護師）等の資格を取得するため，養成
機関に修業する場合に生活費の一部等を助成します。

○対　　象 市内在住の母子家庭の母親で，雇用保
険の教育訓練給付を受けられない人

○対象講座 雇用保険の教育訓練給付の指定教育
訓練講座

○支 給 額 対象講座の入学金および受講料の
20%相当額（4千円を超え 10 万円
限度）

○対　　象 市内在住の母子家庭の母親で，養成
機関において，2年以上のカリキュラ
ムを修業し，対象資格の取得が見込
まれる人

○対象資格 看護師（准看護師），介護福祉士，保
育士，理学療法士，作業療法士

○支 給 額 月額 103,000 円
（市県民税課税世帯は 51,500 円）

○支給期間 修業期間の残り 2分の 1に相当する
期間で 18か月を上限

○入学支援修了一時金
修業期間修了後に一時金 50,000 円
（市県民税課税世帯は 25,000 円）

母子家庭の母親の
自立と就業を支援します



☎84-2000
 youngtel@city.sanyo-onoda.lg.jp ●受付日時　毎週㈪〜㈮8時30分〜17時（土・日・祝日は留守番電話で対応します）
ヤングテレホンさんようおのだ ひとりで悩まずに，気軽に相談してください

（いじめ，不登校，友人関係，家族関係，性の悩み，異性問題，子育て等）

今月のおすすめ料理 【1人分栄養価】エネルギー 85kcal ／たんぱく質 6.0g ／脂質 5.5g ／塩分 0.7g

材料（４人分）「チーズロールキャベツ」
〜新キャベツを使って〜

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（有帆校区担当）

キャベツの葉 8枚
プロセスチーズ 80g
生わかめ（または塩蔵） 80g
かんぴょう 10g
生しいたけ 8枚
にんじん 40g
   だし汁 1.5カップ
   薄口しょうゆ 大さじ2.5
   酒 大さじ2

作り方
❶キャベツは巻きやすいように，芯をそいで茹

ゆ

でる。

❷キャベツの葉 1 枚を広げ，チーズ 1/8, わかめ 1/8
量を芯にして巻き，かんぴょうで結ぶ。

❸しいたけは石づきを取り，切れ目を入れる。に
んじんは花形に切る。

❹鍋に②と③を入れて A を加え，落としぶたをして火

にかけ，中火で 7 〜８分煮る。

❺ 1 人 2 ロールとなるよう盛りつける。
A

つつじまつり
●と　き　4月 26日㈰
　　　　10：00 〜 15：00（雨天中止）

●ところ　江汐公園
●内　容　ステージイベント，餅まき，

バザー（グリーン広場 • 管理棟周辺） /
宝さがし（どんぐり山） / バッテリーカー（第一駐車場）

●問い合せ先
　江汐公園振興会（商工労働課内　☎ 82-1151）

●まつり当日の問い合せ先
　江汐公園管理棟（☎ 83-5378）

寝太郎まつり

●問い合せ先　山陽商工会議所（☎ 73-2525）

●と　き　4月 29日㈷
　　　　　11：00 〜 15：30

●ところ　厚狭駅前商店街
●内　容
　寝太郎踊りと山

だ し

車パレード
　　（11:30 鴨橋スタート）
　寝太郎太鼓 / よさこい踊り
　福引き大会 / エイサー踊り
　餅まき / 各種バザー

※雨天の場合は，パレードと
よさこい踊りを中止し，そ
の他の行事は一部を除き，
厚狭図書館で実施します。

4 月になると , 園内の約 6万本のつつじが見頃を迎えます。

江汐公園


